
（ ）
年 月 日

（様式１）

事 案 調 書 決 定 会 議
審議日 令和７ 10 17

年度

年度

案 件 名 動物愛護センターの整備等に関する基本協定の締結について

所　　　管 健康福祉
局
区

保健衛生 部 生活衛生 課 担当者 内線

事案概要

　
　動物愛護センターの整備について、基本構想・基本計画の作成に当たり、麻布大学の敷地内への設置に向け、整備場所、整備手
法、費用負担の考え方等についての基本協定を締結することについて諮るもの。

審議事項

動物愛護センターの整備等に関する基本協定を締結すること
庁議で決定

したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

○原案のとおり承認する。
　ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

事業効果
総合計画との関連

事業効果
・飼養者の適正飼養の普及
・動物の適正な収容・譲渡の推進
・市民への動物愛護精神の醸成

効果測定指標 ペットの所有明示を行っている飼い主の割合 施策番号 16

R７ R８ R９

事業効果
年度目標

56.4 58.8 61.2

事業スケジュール　/　事業経費・財源　/　必要人工

〇事業スケジュール

R７ R８ R９ R１０ R１１ R1２ R1３

実施
内容

【

★

○「調整会議」、「決定会議」、「戦略会議」の別及び「審議日」をプルダウンから選択してください。

○

○

○

○事業効果

○効果測定指標（定量面、定性面）

○施策番号

○事業効果年度目標

○事業スケジュール／事業経費・財源／必要人工

パブリック

コメント

の実施

部会

報告

基本

協定

の締結

基本

計画

の

策定

庁議
(基本

計画案)

設計協議
開

設

R8.1 R8.3 R8.3～4 R8.4

庁議
(協定

締結)
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〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R７ R８ R９ R１０ R１１ R1２ R1３

事業費（衛生費） 7,984 0

うち任意分

国、県支出金

一般財源 7,984 0 0 0 0

その他

0 0

特
財

地方債

うち任意分

捻出する財源※２

捻出する財源概要

税源涵養
（事業の税収効果）

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

0 0 0

元利償還金（交付税措置分を除く）

一般財源拠出見込額 7,984 0 0 0

R1１ R１２ R1３

実施に係る人工 A 1 1 1 5 5

項目 R７ R８ R９ R１０

5 5

局内で捻出する人工※ B

必要な人工 C=A-B 1 1 1 5 5 5 5

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

〇 〇

日程等
調整事項

条例等の調整 議会提案時期

〇

報道への情報提供 資料提供

パブリックコメント あり 時期 令和８年３月 議会への情報提供 部会 令和８年３月

（仮称）動物愛護センター基本計
画等検討ワーキンググループ
（R7.3.28）

基本計画の検討の進め方について

（仮称）動物愛護センター基本計
画等検討ワーキンググループ
（R7.6.25）

基本構想部分の確認、動物愛護センターに必要な諸室や配置

（仮称）動物愛護センター基本計
画等検討ワーキンググループ
（R7.7.30）

動物愛護センターの整備手法等について

事前調整、検討経過等

調整部局名等 調整内容・結果

決定会議(R6.12.9)

・本市の動物愛護行政の基本的な考え方
・動物愛護センターの設置及び設置に係る基本構想・基本計画を策定すること
・動物愛護センターを麻布大学に設置することを前提として、大学側と調整を図るこ
とについて

関係課長打合せ会議（R7.1.30） 基本構想及び基本計画の検討を進めることについてWGを設置する

備　　考

カラーユニバーサルデザイン確認済み

関係課長打合せ会議（R7.8.4） 動物愛護センターの整備手法等について

○事業経費・財源

○必要人工

○本件事業が関連するＳＤＧｓのゴールに「○」を付してください。

R8以降に麻布大学と協議
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（庁議結果）

【動物愛護センターの機能、協定について】
〇（政策課長）建物のうち、市が使用する面積は約1,000㎡となっているが、どのような設備を想定しているのか。
→（生活衛生課長）動物の収容場所や手術室、啓発活動が可能なホール、その他打合せが可能な部屋や事務室などを想定してい
る。
○（緑区区政策課長）今回の協定は建物に係るものであるが、ソフト面での協定は別途締結するのか。
→（生活衛生課長）基本計画の中に記載していくものと考えている。
→（緑区区政策課長）緑区では野生鳥獣などに関する啓発事業を麻布大学の教授と協力しながら行っており、市としてソフト面
の協定を締結するのであれば、緑区も加えていただきたい。
→（生活衛生課長）今回はあくまで建物に係る協定ではありソフト面の動きは今後となるが、意見として承る。
○（政策課長）大学と協働して実施する事業はどのようなものを想定しているか。
→（生活衛生課長）具体的な事業は今後協議をしていくこととなるが、啓発活動や動物の収容において専門的な知識の助言を受
けることを想定している。また、看護関係の学生の協力を得ることも考えている。

【単独設置と賃貸方式の比較について】
○（財政課長）６ページに記載の「大学側の寄附」とはどのようなものか。
→（生活衛生課長）大学側が大学の卒業生や関係者から寄附を募り、整備費等に充てるものであり、その分、市の負担が減額と
なるものである。
→（財政課長）市単独設置と賃貸方式で、一般財源にはどれほどの差が生じるのか。
→（生活衛生課長）特定財源の利用可能額が確定しないため、一般財源の差を具体的に比較していない。
→（財政課長）特定財源分を考慮しても、総合的には賃貸方式の方がよいという考えか。
→（生活衛生課長）そのように考えている。また、賃貸方式では大学が建設することとなるが、設計費などに国庫を充てられない
か、国へ確認中である。
○（総務法制課長）６ページにおいて、事業連携で差が出ているが、市と大学で建物が異なる場合、どの程度スムーズな連携がと
りにくくなるのか。
→（生活衛生課長）同一の建物を使用する場合に比べ、連携は取りにくくなるものと考えている。
→（総務法制課長）多少の違いが生じることは理解できるが、評価上、大きな差が出るものとは考え難い。
→（生活衛生課長）今後の協働事業について、具体的な話がまだできていないため難しい部分ではあるが、学校とのかかわり
上、同一施設であるメリットがあると考えている。
→（総務法制課長）協働事業についてある程度の想定があり、それの実現のために差をつけているのであれば問題ない。
○（財政課長）６ページの柔軟性について、賃貸方式の場合はある程度のタイミングで、この場所での事業をやめることができる
といった考え方か。
→（生活衛生課長）今後数十年の情勢の中で、使用方法や考え方の見直しが、市と大学のどちらの視点からでも生じることも想
定できるため、そういったリスクに対応できる柔軟性といった考え方である。
→（財政課長）現時点でそのような考え方は出ているのか。
→（健康福祉総務課長）現時点では両者とも考えていないが、４７年という長い年月の間で生じる様々な情勢の変化も踏まえ
て、柔軟性を考えているものである。
○（マーケティング課長）床面積の想定などが３ページに記載されているが、災害時の利用なども含め、市として必要と考えてい
る規模は大学にも理解いただいているか。
→（生活衛生課長）災害時の対応の考え方なども今後協議を行う旨、大学と調整しており、市の考え方は理解いただいているも
のと考えている。

【その他】
○（総務法制課長）学校法人の経営状況は確認済みか。
→（生活衛生課長）維持管理費の見直しのタイミングなどで、随時、情報共有は実施できると考えている。
→（総務法制課長）協定を締結するにあたり、詳細な経営状況の確認はしなくてよいのか。
→（生活衛生課長）現状、安定的に運営されている認識である。経理的な証憑の確認は現時点では実施していない。
→（総務法制課長）法人の特性上、学生が極端に減り急に経営が傾くといったことはないと考えられるが、そういった視点も必
要だと考える。
○（政策課長）大学の中に公共の動物愛護センターがある事例はあるのか。また、ある場合はどのような形式で建設したのか。
→（生活衛生課長）北海道で設置の事例はあるが、賃貸方式ではなく、単独設置である。
→（政策課長）大学の中に建設するメリットを最大限活用できるよう、今後も調整を進めていただきたい。

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R7.10.10 （庁議種類） 調整会議

原案のとおり上部会議に付議する。ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。
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動物愛護センターの整備等に関する
基本協定の締結について

生活衛生課

1

令和７年１０月１７日
決定会議説明資料



１ これまでの経緯と審議事項

2

R6.12 決定会議

 本市の動物愛護センターの基本的な考え方

 動物愛護センターの設置及び設置に係る 基本構想・基本計画を策定 すること

 動物愛護センターを麻布大学に設置することを前提として、大学側と調整を図ること

原案のとおり承認
（資料一部修正）

 基本計画の策定にあたり、必要な項目について、麻布獣医学園と基本合意が必要

 麻布獣医学園との協議が概ね調ったことから、整備場所、整備手法、費用負担の考え方
等について協定を締結し、具体的な検討を開始する必要がある

動物愛護センターの整備等に関する基本協定の締結について

審議内容



２ 協定内容

相模原市と麻布獣医学園の間で、動物愛護センターの整備に係る基本的な方針
を合意することについて、協定を締結する。

3

【協定の項目】

• 整備場所 大学敷地北西部分（約2,670㎡）

• 施設概要 ＲＣ造２階建 概ね1,600㎡程度（うち約1,000㎡を市が使用想定）

• 整備手法 麻布獣医学園が大学内教育施設を併せた建物を建築、

一部を動物愛護センターとして市に貸出し

• 費用負担 使用面積に準じて按分。

建物 ：設計費、建設費を按分

土地 ：土地評価額を按分（５年程度で見直し）

維持管理：実態に応じた費用を負担

• 契約期間 ２５年（延長可）



２-1 整備場所

JR矢部駅

麻布獣医学園

候補地

JR淵野辺駅至

候補地 外観

4



２ｰ２ 施設概要（構造・規模等）

○賃借土地面積 約2,670㎡
敷地総面積 ：約2,750㎡（赤線部）

賃借土地面積：約2,750㎡ － 80㎡（災害用井戸）＝ 2,670㎡

○建物構造 ＲＣ造２階建（耐用年数４７年）

概ね800㎡×２＝1,600㎡

うち 市利用想定概算面積 ：1,000㎡

大学利用想定概算面積： 600㎡

災害用井戸（80㎡）

5



２ｰ３ 整備手法

麻布大学が動物愛護センターと大学内教育施設を併せた

建物を建築し、一部を動物愛護センターとして市に貸し出すこととする。

6

備考賃貸方式市単独設置

施設の一部を共有でき、大学内に設置する
ことによるメリットが最大限生かされる

賃貸方式に比べ、
スムーズな連携がとりづらい

事業連携

総額は賃貸方式が安価に
なるが、一財については
国庫や市債、大学の寄附
の状況による

土地賃借料の案分、初期投資の平滑化、
大学側の寄附

国庫や市債が利用可費用

施設の設計や仕様に市の要望が
反映されるよう大学と十分な調整が必要

通常の公共施設として
設計・運用が可能

設計の自由度

市と大学の契約年数により
弾力的な運用が可能

設置後は長期間（概ね60年以上）の
大学敷地内での運用が想定される。

柔軟性

単独設置の場合は、設計
に係る期間が長くなる。Ｒ１１年度途中Ｒ１２年度途中

供用開始時期

庁舎管理に係る負担が少ない
人工数



２ｰ４ 費用負担の考え方、契約期間

7

＜費用の考え方＞

① 建物賃貸費
・設計費、建設費を建物の使用割合で按分し、

耐用年数（４７年）で分割した額を年額とする。

・見直しは行わない。

② 土地賃貸費
・敷地面積を使用割合に応じて按分し負担。

・賃貸費用は市市有財産条例施行規則に基づき

算出し、定期的 （概ね５年毎）に見直す。

③ 維持管理費
・建物の全体管理は大学が行い、市は必要な

費用を負担。
・費用は市「建築物のライフサイクルコスト

の算出について」に基づき設定、運用開始後、

実態に応じた維持管理費を見直す。

市占有部
(賃貸)

土地所有：麻布大学

麻布大占有部

市占有部(賃貸)

共有部

共有部

維持管理は大学 ※共有部は
金額按分

当初契約期間は、２５年間とする。

・ 期間を延長することができる。

・ 期間を延長しない場合は、あらかじめ通知する。

当初契約２５年 延長の場合（２２年）

不動産評価額に応じて５年ごと土地の賃借料を見直し

建物

土地占有部
（駐車場等）

土地共有部
(ドッグラン等)

メリット

25年後の状況に柔軟に対応できる体制
契約延長しない場合は事前通知



３ 今後のスケジュール

今後の対応

・協定締結後、基本計画案を作成し、庁議に諮る

・具体的な費用（設計費・整備費等）については見積後に、財務査定にて決定

令和11
年度

令和10
年度令和９年度令和８年度令和７年度

8

庁
議

（
協
定
）

10月

協
定
締
結

10月

学
園
理
事
会

承
認
（
協
定
）

庁
議

（
基
本
計
画
）

１月

部
会
報
告

パブ
コメ

基本計画検討
（懇話会等）

基
本
計
画
策
定

大学
既存施設撤去

設計

設計協議

工事

供
用
開
始

３月



第１７回 決定会議 議事録                    （様式４） 

 

○開催日 ：令和７年１０月１７日 

○開催場所：第１特別会議室 

 

○案件名：動物愛護センターの整備等に関する基本協定の締結について 

○担当課：健康福祉局 保健衛生部 生活衛生課 

 

○出席者 ■：出席 □：欠席 (代)：代理出席 

 

（庁議構成員） 

■市長公室長 □総務局長 ■財政局長 ■政策部長 ■シビックプライド担当部長 

■財政部長 ■緑区副区長 ■中央区副区長 ■南区副区長 

■総務法制課長 ■財政課長 

 

（担当課） 

■保健衛生部長 ■健康福祉総務課長 ■生活衛生課長 

 

  
 

(１)主な意見等 

〇( シビ ッ ク プラ イ ド 担当部長) ８ ページのスケジュ ールにおいて既存施設の撤去と 記載があ

るが、 撤去費用は全て大学が負担するも のか。  

→( 保健衛生部長) そのと おり である。  

○( 政策部長) 麻布大学内に動物愛護センタ ーを設置する 市のメ リ ッ ト 及び大学のメ リ ッ ト を伺

う 。  

→( 生活衛生課長) 市のメ リ ッ ト と し て、 大学の専門的な知識や技術を 収容動物の管理や啓発活

動に生かせると いっ た点や、 駅の近隣と いっ た立地面において、 譲渡の促進につながると い

っ た点が挙げら れる。 大学のメ リ ッ ト と し ては、 市民と の交流の機会が増加するこ と や、 実

践的な教育ができ るこ と 、 地域への社会貢献と いっ た点が挙げら れる。  

○( 財政局長) ８ ページの費用に関する 記載について、 まずは大学側と の調整など必要な作業が

生じ ると 考えら れるため、 適切な表現へ修正いただき たい。  

○( 財政局長) 町田市や八王子市と の連携の話が市長から 出ているが、 １ ， ０ ０ ０ ㎡と いっ た面

積はそう いっ た利用も 想定し ているも のか。  

→( 保健衛生部長) 現時点では相模原市の利用を想定し ている も のである 。 今後、 連携する こ と

と なっ た場合、 それぞれの負担分の調整などは課題と し て考えら れる。  

○( 財政局長) 近隣は住宅地のよう だが、 地域への説明は誰が行う のか。  

→( 生活衛生課長) 地域への説明は、 令和７ 年６ 月に大野北地区自治会連合会の自治会長会議に

おいて、 麻布大学と 調整段階であるこ と を 説明済みであり 、 その際には、 動物愛護センタ ー

の設置場所と し て麻布大学は適切であると ご意見を いただいている。  

○( 市長公室長) 譲渡会などはこ の建物で実施する予定か。  

→( 生活衛生課長) その予定である。  

→( 市長公室長) 一般の方がこ こ の敷地に入る 旨が協定書案に記載さ れていないが、 そこ は問題

ないか。  

→( 生活衛生課総括主幹) 譲渡会については施設内のオープン スペースで実施予定と いっ た内容

までは話し 合いを し ており 、 そのほかの事業や居室などの具体的な決め事についても 、 今後

も 引き 続き 調整を 進めていく も のである。  

○( 市長公室長) 協定締結式はいつ実施する予定か。  

→( 生活衛生課長) 大学の理事会が終わり 次第ではあるが、 １ １ 月頃に協定式を 実施する方向で
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調整し ていき たいと 考えている。  

 

 

(２)結 果 

○原案のと おり 承認する。  

ただし 、 庁議の意見を 踏まえ、 資料を一部修正するこ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


